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利用者負担の引き上げなどを提言 
～財政制度等審議会財政制度分科会 

財務省の財政制度等審議会財政制度分科会は 11 月 29 日、「令和 5 年度予算の

編成等に関する建議」(秋の建議)を鈴木俊一財務大臣に提出した。 

社会保障については、政府が進める「全世代型への制度改革」を提唱。「全世

代型」の社会保障とは、「能力に応じて負担し、必要に応じて給付し、持続可能

な制度を次世代に伝える枠組みである」と改めて強調し、これに向けた制度改革

を急ぐべきだとした。 

そのうえで、介護分野については「給付の効率化、負担能力に応じた負担の観

点から、制度改正を国民に見える形で前に進める必要がある」と明記した。来年

から行われる第 9期介護保険事業計画(2024～2026年度)に向けた負担と給付に関

する検討課題として、①利用者負担の見直し、②多床室の室料負担の見直し、③

ケアマネジメントの利用者負担の導入、④介護保険の第 1 号保険料負担の見直し、

⑤要介護 1・2 への訪問介護・通所介護の地域支援事業への移行等、⑥業務の効

率化と経営の大規模化・協働化、⑦インセンティブ交付金の在り方の見直し、⑧

介護給付適正化事業の見直し、⑨地域医療介護総合確保基金(介護分)の有効活用

――を盛り込んだ。 

①利用者負担の見直しでは、2 割負担の対象範囲を拡大するよう主張。原則 2

割とすることや、現役世代並み所得の判断基準の見直しについて、「早急に結論

を得る必要がある」とした。②多床室の室料負担の見直しでは、これまでの主張

どおり、介護老人保健施設や介護医療院の多床室の室料を介護保険給付から除外

することを求めた。⑤要介護 1・2 への訪問介護・通所介護の地域支援事業への

移行でも、これまでの主張を繰り返し、地域の実情に合わせ、訪問介護・通所介

護をニーズに応じて工夫できることが地域支援事業の利点だと指摘。地域支援事

業への移行を「ためらうべきではない」としたうえで、段階的にでもめざしてい

くべきと提言した。  
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特養の医療ニーズ対応や要介護認定期間の見直し案を提示 
～厚生労働省 

厚生労働省は 12 月 5 日、第 104 回社会保障審議会介護保険部会を開催し、こ

れまでの議論を踏まえて「地域包括ケアシステムの深化・推進」と「介護現場の

生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」の 2 点を柱に、介護保険制度の見

直しに関する意見(案)を示した。「給付と負担」については、次回の介護保険部

会で議論される予定。 

「地域包括ケアシステムの深化・推進」の、「生活を支える介護サービス等の基

盤の整備」については、▽複数の在宅サービスを組み合わせて提供する類型を設

ける、▽医療と介護の連携を強化するため必要な対応を検討する、▽特養におけ

る医療ニーズへの適切な対応のあり方について検討する。「様々な生活上の困難

を支え合う地域共生社会の実現」については、▽居宅介護支援事業所に介護予防

支援の指定対象を拡大、▽地域包括支援センターに柔軟な職員配置を進める。

「保険者機能の強化」については、要介護認定の期間を短縮するために審査の簡

素化・効率化の取り組みを一層推進する(新規申請および区分変更申請に係る有

効期間の上限拡大は慎重に考える)――などを提示した。 

「介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」では「介護人材の確

保、介護現場の生産性向上の推進」などを挙げ、「介護現場のタスクシェア・タ

スクシフティング」に言及。介護職員が行うべき業務の切り分けを積極的に進め

ることや、いわゆる「介護助手」の活用を進めることなどを示した。 

審議では、厚労省案に対する目立った反対意見はなく、概ね了承された。 

 

老健の多床室の室料負担など「給付と負担」の論点を提示 
～厚生労働省 

厚生労働省は 11 月 28 日、第 103 回社会保障審議会介護保険部会を開催し、

「給付と負担」の論点に関する検討案を示した。 

具体的には、①「被保険者範囲・受給権者範囲」については、受益と負担の関

係性が希薄との意見や、将来的に第 1 号被保険者の対象年齢引き上げの議論も必

要といった意見などもあったことから、引き続き検討すべきとした。②「補足給

付に関する給付の在り方」では、補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度

の状況なども踏まえつつ、引き続き検討することが適当であるとした。③介護老

人保健施設や介護医療院の「多床室の室料負担」については、在宅サービスを受

ける人との負担の公平性や、各施設が有する機能の違いなどを踏まえた検討を行

うこととした。④「ケアマネジメントに関する給付の在り方」では、ケアプラン

に利用者負担を導入することで利用控えが生じうるなどの影響や、ケアマネジメ

ントの質への影響などの観点から検討すべきとした。  
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地域包括支援センターの体制整備などを議論 
～厚生労働省 

厚生労働省は 11 月 24日、第 102 回社会保障審議会介護保険部会を開催した。

前回に続き「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進」について議論し、「検

討の方向性」を示した。 

そのうち、「様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現」では、「総

合事業の多様なサービスの在り方」について、総合事業を充実させていくために

は介護保険制度の枠内だけでなく、インフォーマルサービスも含めた地域の受け

皿を整備していくべきであり、生活支援体制整備事業を一層促進すべきとの考え

が示された。「通いの場、一般介護予防事業」については、地域のニーズに応じ

た多様な機能を有する場として発展・拡充させていくことの重要性や、質を高め

るために医療や介護の専門職の関与を推進する必要性などの方向性が出された。 

また、「保険者機能の強化」では、要介護認定の新規申請および区分変更申請

に係る有効期間について、要介護認定は介護が必要な状態にあるかを確認する行

為で介護保険制度の根幹であることや、認定から 12 カ月経過後に軽度化してい

る人の割合が高いことを踏まえ、「令和 3 年度地方分権改革提案の『期間を原則

12 カ月、上限 24 カ月に延長する』をどのように考えるか」などの方向性が提示

された。 

審議では複数の委員が、業務負担の重さが指摘される地域包括支援センターの

体制整備を求めた。主任介護支援専門員の配置基準の要件緩和に対しては慎重論

もあり、「サポートする事務職員の採用を検討してはどうか」との意見が出た。

要介護認定も争点の一つとなり、「更新申請にかかる有効期間のさらなる上限拡

大は慎重に検討すべき」「現場での実態を踏まえつつ、国、地方自治体、事業者、

利用者それぞれにメリットのある方向性で考えるべき」といった声が上がった。 

 

人材確保に関する政策の取りまとめを指示 
～政府 

政府は 11月 24日、第 4回全世代型社会保障構築本部を開催した。全世代型社

会保障の構築に向けた論点を整理し、改革の方向性を提示した。 

介護分野については、高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少を見据えた介護

制度の改革や、DX の進展に対応した介護サービスの提供体制の改革を進める必

要があるとして、地域の拠点となる在宅サービス基盤の整備や地域包括支援セン

ターの体制整備を明記。介護職員の働く環境改善に向けた取り組みとして、経営

の見える化や優良事例の横展開、ICT・ロボット活用による現場の生産性向上な

どを検討するとしている。 
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高齢者施設に「ワクチン接種状況」調査を要請 
～厚生労働省 

厚生労働省は 11 月 24日、都道府県・市町村・特別区の衛生主管部(局)などに

対して、「高齢者施設等におけるオミクロン株に対応した新型コロナワクチン接

種に係る実施の徹底と進捗状況の実態調査への依頼について」を事務連絡した。 

これは、10 月 25 日付け事務連絡を確認し、実態調査用の調査票とその記入要

領を周知するもので、新型コロナウイルス感染症の感染者数が全国的に増加傾向

にあることを踏まえ、特に、①オミクロン株対応ワクチン接種実施の徹底、②高

齢者施設等におけるオミクロン株対応ワクチン接種の進捗状況実態調査への協力

――への対応を求めている。①では、従来ワクチンによる最終の接種から 3 カ月

経過後、可能な限り早期に接種を実施できるよう最大限の努力を要請している。

②では、10月 25日付け事務連絡で予告したとおり、「11月末時点でのオミクロ

ン株対応ワクチン接種実績及び見込みに関する調査」の別添 1 の調査票への回答

を、別添 2の記入要領を踏まえて行うよう求めている。 

 

2021 年度の保育所および認定こども園の経営状況を公表 
～福祉医療機構 

独立行政法人福祉医療機構は 11月 24日、「2021年度(令和 3年度)保育所およ

び認定こども園の経営状況について」を公表した。同機構では毎年度、貸付先の

保育所および幼保連携型認定こども園(以下、認定こども園)からの報告をもとに

経営状況を分析している。 

保育所の経営状況については、人件費率と経費率が上昇したことでサービス活

動増減差額率や経常増減差額率がそれぞれ 1.0 ポイント低下し、赤字施設の割合

が拡大した。その一方で、利用率に関しては、地域のニーズなどにより定員を増

減させたことで、全体としては 0.6 ポイント上昇。内訳としては、439 施設が定

員を平均 25 人減少させたことで利用率が上昇し、328 施設が定員を平均 11.4 人

増加させたことで利用率が低下した。 

認定こども園の経営状況については、サンプル数が大きく増えた 2020 年度と

比較し、サービス活動増減差額率や経常増減差額率は低下したが、赤字施設割合

の拡大は限定的だった。利益率については、169施設が定員を平均 20.8人減少さ

せることで上昇し、153施設が定員を平均 9人増加させることで低下した。 

同機構は、保育所、認定こども園ともに、少子高齢化が進むなかで現状の定員

規模を維持することは難しく、将来的には調整することが考えられると指摘して

いる。 
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